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経済論叢 〔京都大学)第164巻 第2号,1999年8月

自社 の株 式 を対 象 と した売 建 プ ッ ト ・

オ プ シ ョン取 引 に お け る会 計 問題(1)

一 負債と持分の区分と持分内部の区分の相互関連一....一

池 田 幸 典

1は じ め に

近 年,と くに 米 国 に お い て負 債 と持 分uの 区 分 が 問 題 と な って お り,米 国の

財 務 会計 審 議 会(以 下 「FASB」 と略 称)は1990年8月 に,当 該 問 題 に関 す る

討 議 資 料 「負 債 金 融 商 品 と持 分 金 融 商 品 の 区 分,お よ び 負債 と持 分 の両 性 質 を

持 つ 金 融 商 品 の 会計 」(FASB[1990],以 ド 「1990年DM」 と略 称)を 発 行 し,

2000年 第1四 半 期 に は当 該 問 題 に関 す る公 開 草 案 を発 行 す る予 定 で あ る%

ま た,日 米 を は じめ 様 々 な国 で,持 分 内 部 の 区 分 が近 年,従 来 とは 異 な る側

面 で 問 題 とな っ て い る。持 分 に含 ま れ る項 目 は,① 資 本 ㌔ ② 利 益4〕,③ 損

益 計算 書 を経 由せ ず に持 分 に 直接 計 上 さ れ る 項 目5},の3つ で あ る。 従 来 は,

① と② の 区分,す なわ ち資 本 と利 益 の 区 分 が 重 視 さ れ て い た が,日 米 と もに,

近 年,こ の 問題 は ほ とん ど議 論 され て い な い(新 井[1996],2⑪ ペ ー ジ)。 一 方,

現 在 で は,上 記 の ② と③ の 区 分 問 題 が,包 括 利 益(comprehensiveincome)

問題 とい う形 で 重 視 され て い る。

D本 稿では,「持分(equity)」 の定義を,米 国の財務会計基準審議会が発行した財務会計概念書

第6弓.「則.務諸表の構成要素」〔FASB[1985])に おV}る 「持分一:の定義に従い,「資産から負

債を控除した純資産額」(par.49,平 松 ・広瀬訳,308ベ ージ)と 規定する。

2)FASBの ホームページにおける記述を参照したひ

3}本 稿において 「資本」とは,「拠出資本1を 指すものとする。

4)本 稿において,「利益」 とは,「純利益」を含む 「留保利益」を指すものとする。

5)本 稿では,「損益副.算書を経由せずに持分に直接貸記される項目」を,FASBの 財務会計基準

書第/30号 〔FASB[1997])に 従い,「その他の包括利益一と呼称する。



自社の株式を対象とした売建プ7ト ・オプション取引における会計問題(1)(161〕67

これ らの 問題,す な わ ち,負 債 と持 分 の 区分 問 題 と持 分 内 部 の 区 分 問 題 とい

う2つ の 区分 問 題 は,無 関係 とは い えず,相 互 に 関連 す る問 題 て あ る と考 え ら

れ る。

本 稿 は,こ の よ うな2つ の 問題 領域 の 関 連 の あ り方 を考 察 す る手 掛 り と して,

この2つ の問 題領 域 が 重 な る項]の 一 つで あ る と考 え られ る 「自社 の.株式 を対

象 と した 売 建 プ ッ ト ・オ プ シ ョ ン(putoptionwrittenonanenterprise'sown

stock)」5,(以 下 「POW」 と 略 称)7}の 取 引 に お け る 会計 的 問 題 につ い て 考 察 し

よ う とす る もので あ る%

通 常,POW取 引 の 問題 は,負 債 と持 分 の 区 分 問 題 に おい て 論 じ られ る。 で

は,な ぜ 持 分 内部 の 区分 問題 と して も問 題 に な るの で あ ろ うか 。.その鍵 は,当

該 取 引 に対 す る米 国 に お け る現 行 の会 計 ル ー ル及 び実 務 の 中 にあ る。 実務 に 関

して は別 稿 に 譲 る と して,本 稿 で は,POW取JI"に 関 す る 米 国 に お け る現 行

の会 計 ル ー ル を概 観 し,会 計 ヒの 問 題点 を指 摘 す る。

.

劉
■
■
■
■
■
■
■
1

II米 国 に お け る 現 行 の会 計 ル ール

米 国で は,自 社 の株 式 を対 象 と した オ プ シ ョン取 引 に 関す る会 計 ル ー ルが,

FASBの 緊急 問題 タス ク ・フ ォー ス(以 下 「EITF」 と略 称)に よ って 定 め ら

れ て い る 。

6)・ 。n≡。Φ,i、。・,。w。 … κk・・とい う語 は,"c。mp・ ・yレ・・w・ ・…k"(EITFI・ 鮒5].PP・775-776A)

とか,"c〔impany'sowncapitalstock"(APB[196;1,par.28}と 呼 ば れ る こ と もあ り,「 自 己 株

式 」 と 「発行 済 株 式 」 と 「未 発 行 株 式 」 を包 含 す る。 他 社 の株 式 で は な い 「自社 の株 式 」 を指 す

語 で あ るた め,本 稿 で は,"enterprise'sownstock"(あ る い はそ れ に類 す る語 〕 に対 して,「 自

社 の 株 式 」 とい う訳 語 を あ て る こ とに す る 。 なお,訳 語 につ い て は,野 口[1999]21ペ ー ジ.

23ペ ー ジを参 考 に した 。

7)本 稿 で は,二 自 社 の 株 式 を 対 象 と した 売 建 プ ッ ト ・オ プ シ ョ ン」 の こ とを,先 行 研 究(椛 田

[1997.1,徳 賀[1997.],徳 賀[19976])に 従 い,「POW」 と略 称 す る。 そ して,POWに 関す

る取 引 を 「POW取 引 」 と略 称 し,POWの 対 象 と な っ た株 式 を 「POW株 式 」 〔た だ し.POW

株 式 に は,POWは 含 まれ な い)と 略 称 す る 。

8)会 計 以 外 の 諸 問題 に つ い て は,本 稿 の検 討 対 象 と は しない 。

9)POW-V引 の概 要 や 仕 組.み につ い て ば,紙 幅 の 都 合.E省 略 す るが,次 を参 照 さ れ た い.

〔SchneldロandMcCa"hy「 上995],PP.22-23,椛 田[1996.1,30-31ペ ー ジ,椛 田[19966].37-

41ペ ー ジ,描 出[1997],33-35ペ ー ジ,B巳i巳randlie.[1997],1)p.59-62)
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POW取 引 につ い て の現 行 ル ー ル は,IssueNo.96-13「 自社 の株 式 の公 正価

,値 に連 動 し,自 社 の 株 式 で 決 済 さ れ る可 能性 の あ る派 生 金 融 商 品 の会 計 」 にお

け る.合意 事 項(EITF[1997],以 下 「EITF96-13」 と略 称)に よ って 定 め ら

れ て い るCol。EITF96-13は,自 社 の株 式 を 対 象 と した 「自立 型(freestand-

ing)」 の オ プ シ ョ ン取 引,先 渡取 引,お よび分 離 型株 式購 入 ワ ラ ン トな ど につ

いて 扱 っ て い る。 そ の うち,POW取 引 に 関す る処 理 は,決 済 方 法u}が1つ だ

け定 め られ て い る場 合 と,2つ 以上 の決 済 方 法 か らホ ル ダ ー(買 手)な い しは

ラ イ ター.(売 手)に1つ の 決 済方 法 を選 択 す る権 利 を与 え る場 合 と に分 か れ る。

(A>決 済 方 法 が1つ だ け定 め られ て い る場 合 に は,決 済 方 法 に よ って それ

ぞ れ 次 の よ うに規 定 さ れ る。

(A-1>現 物 決 済 のみ が 要 求 され る場 合,POWは 恒 久 的持 分L2〕で あ る と

規 定 され る。POW株 式 の 金 額 を,恒 久 的 持 分 か ら,負 債 と持 分 の 中 間.

項 自で あ る 「暫定 的 持 分 」 に 移 さね ば な らな い1910POWに 係 る公 正 価

値 の 変 動 は 決 済時 まで 認 識 しない 。 した が って この場 合,損 益 は..切 生

じな い 。

(A-2)純 額 現物 決 済 の み が 要 求 され る場 合,POWは 恒 久 的 持 分 で あ る

10)EITF95-13は,EITFに よ る 過 去 の 合 意 事 項,す な わ ちIssue87-31に お け る 合 意 事 項

(ETTF[1997],以 下 「EITF87-31」 と略 称),Issue94-7に お け る合 意 事 項(EITF[ユ995],

以 下 「EITF94-7」 と略 称),Issue96-1に お け る 合 意事 項(EITF[1996],以 下 「EITF96-1」

と略 称)を 統 合 し,追 加 規 定 を加 え た もの で あ る 。

11)EITF96-13は.決 済 方 法 と し て,「 現 物 決 済(physicalsettlement)」,「 純 額 現 物 決 済(net

sharesettlement)⊥ 「純 額 現 金 決 済(vetcashset&n.ゼ 〕」 の3う を 挙 げ る。POW取 引 に お い

て,現 物 決 済,純 額 現 物 決 済,純 額 現 金 決 済 とは,次 の通 りで あ る 〔EITF[1997],p.871)。

現 物 決 済 一PC)W行 使 時 に,ホ ル ダー が 自社 の 株 式 を 引 渡 し,ラ.イ ターが 現 量 を 支払 う。

純 額 現 物 決 済一POW行 使 時 に,損 失 が 生 じた 当 事 者(ラ イ ター〕 が,利 益 が 生 じ た 相手 方

(ホ ル ダー)に 、 当該 利 益 に相'11す る数(公 正価 値 に 基 づ き計 算 した株 式 数)だ け,自 社 の 株 式

を引 渡 す 。

純 額 現 金 決 済一POW行 便 時 に,損 失 が 生 じた 当 事 者(ラ イ ター〕 が,利 益 が 生 じた 相 手 方

(ホ ル ダー〉 に,当 該 利 益 に相 当 す る現 金 を 引 渡 す 。 自社 の 株 式 の 交換 は な さ れ な い。

1z)「 恒 久 的 持 分 」 とは,従 来 の 持 分 の こ とで あ る と思 われ る(椎 田[1996b」,37ペ ー ジ)。

13)た だ し,再 分 類 が 行 な われ る と は い っ て も,POW株 式 が負 債 と して扱 わ れ るわ け で は な く,

当該 株 式 に対 す る配 当 は,依 然 と して 配 当 と して扱 わ れ る.よ っ て,表 示f.43持 分 か ら除 外 す る

に もか か わ らず,会 計 処 理 上 は 何 ら変 更 が行 わ れ な い こ とか ら,表 示 と会 計 処 理 との 乖 離 が指 摘

され て い る(椛 田[1997],43ペ ーージ)。

三;需.

5
.



自社の株式を対象とした売建プット・オブンヨン取引における会計問題(1)(1硲)69.

と規 定 さ れ る。POW株 式 に関 す る再 分 類 は行 わ れ な い 。POWに 係 る

公 正 価 値 の 変 動 は決 済 時 まで認 識 しな い。 したが って この 場 合,損 益 は

一 切 生 じない 。

(A-3)純 額 現 金 決 済 の みが 要 求 さ れ る場 合,POWは 負 債 で あ る と規 定

さ れ る 。POW株 式 に関 す る 再 分 類 は行 わ れ な い。 決 算 時 に は,POW

に係 る公 正 価 値 の 変 動 を認 識 す る。 した が って,こ の場 合 に は損 益 は生

じる こ とに な る。

(B)ラ イ ター側 に決 済 方 法 の 選択 が あ る場 合,選 択 肢 に純 額 現 物 決 済 が あ

る場 合 は,純 額 現 物 決 済 が な さ れ る と仮 定 され,(A-2)に 準 ず る。 現 物

決 済 と純 額 現 金 決 済 の選 択 で あ る場 合は,現 物 決 済 が な され る と仮 定 され,

(A-1)に 準 ず る。

(C>ホ ル ダー側 に決 済 方 法 の選 択 が あ る場 合,選 択 肢 に純 額 現 金 決 済 が あ

る場 合 は,純 額 現 金 決 済 が あ る と仮 定 され,(A-3)に 準 ず る。 純 額 現 物

決 済 と現 物 決:済の 選 択 で あ る場 合 は,現 物 決 済 が 行 わ れ る と仮 定 さ れ,

(A-1)に 準 ず る。

した が って,こ れ らの 規定 に基 づ い て仕 訳 を行 う と,第1表 の 設 例 に対 して,

9通 りの 仕 訳 が必 要 とな る(第2表 ～ 第5表 を参 照)。

.ま た,POW取 引 に お け.るヘ ッジ会 計 の適 用L4)の 是 非 が,FITFに お い て 問

題 と な った が,FITF7レ ー ル に おい て は,こ う したPOW取 引 にヘ ッジ会 計 は

適 用 され な い。 なぜ な ら,EITFに お い て大 きな影 響 力 と発 言 権 を有 し てい る

(Milleretal.[1998],pp.169-170)米 国 証 券 取 引 委 員 会(以.ド 「SEC」 と略

称)演,資 本 取 引 で あ る こ とを 理 由 にヘ ッジ会計 の適 用 を認 め ない と考 え,さ

らにFASB財 務 会 計 基 準 書(以 ド 「SFAS」 と略 称 〉 第80号 「先 物 契 約 の 会

計 処 理 」 の ヘ ッジ会 計 適 用 の 要 件(FASB[1984],p.ar.4)を 満 た さ な い とい

う立 場 を 表 明 して い る た め,EITFも ヘ ッジ会 言1.の適 用 を認 め ない とい う結 論

14)POW取 引 を行 う目的 の1つ と して,発 行済株式 の再取得 の コス トを固定化(す なわちヘ ッ

ジ)す ることが あるとされ る(B幽randHerz[1997]、p.59),

購
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第1表POW取 引の設例

(ア)

(イ 〕

(ウ)

X社 の株 式 は1株 当 り20ド ルで 取 引 され てい るが,そ の うち の10万 株 につ き,1株 当 り2ド ルの プ レ ミア ムでPOW

契約 を行 う。行 使 価格 は1株.'liり19ド ルで あ る。POWが す べ て 行使 され た場 合 の 要償 遠 類 で あ る 「POW株 式 」 を

表示 す る場 合,そ の金 額 は190万 ドルであ る。

決算 時 に,こ の オ プシ ョンの価格 が,例 え ば1株 当 り2ド ルか ら1株 当 り1ド ル にな る。

取引 が終 了 す る際,そ の 時点 の株 価 に よ って,下 記 の(ウ ー1),

か1つ が生 ず る。

(ウー2),〔 ウー3)の3つ の結 果 の うちの いず れ

1株 当 り19ドルを超;

える場合

〔ウー1)X社 の株

価が1株 あた り19ド

ル を 超 え,NC)Wが

ア ウ ト・オ ブ ・ザ ・

マ ネー の状 態 に な る

場 合,ホ ル ダー は

POWを 行 使 せ ず,

X社 ぽ20万 ドル の現

金 を保留 す るこ と に

な るPOW株 式 に

関す る償 還 義務 は消

滅す る.

1株 当 り⊥9ドル以下になる場合

(ウー2)POWが

行使され る前にX社

がP{:)Wを 全 て 市

場で買戻す場合 濁,
この時点でのPOW

の 市場価格が1.株 当

り1.5ド ルで ある と

す ると,15万 ドルの

現金を支払 うことに

な り,結 局5万 ドル

の現金がX社 に残 る

こ とに な る。POW

株式に関す る償還義

務は消滅す る。

(ウー3)POWが ア ッ ト ・ザ ・マ ネ ー も し くは イ ン ・ザ ・マ ネー の状

態 で あ る場 合,つ ま リユ株 当 り19ド ル以 下で あ る時 に 満期 を迎 えた場 合,

ホル ダーはPOWを 行使 す る。

〔ウー3)の 場合,さ らに下記 の3つ の帰 結 の うちの いず れか が 生 じる
マ

(帰結1)満 期 時 にX.

社 の株 式 が1株 当 り17.

ドルを超 え19ド ル以 下.

にな る場 合,例 えば1

株 当 り19ド ル の場 合,

ホ ル ダー はPOWを

行使 す る。X社 は結 果…

的に,プ レ ミアム料 の

2〔}万ドルだ け 自己株 式…

取 得 コス トを減.少させ

る こ とが で きた。

(帰結2)満 期時にX

社の株式が1株 あた り

17ド ル の場.合,ホ ル

ダー はPOWを 行 使

す る.結 果 としてX社

の自己株式取得コス ト

は,市 場で 自社発行株

式を購入 した場合の自

己株式取得コス トと同

じになった。

(帰結3)満 期 時 にX

仕 の株 式 が/株 当 り17

ドル を下 回 る場.合,例

えば1株 あ た り12ド ル

の 場 合,ホ ル ダー は

POWを 行使 す る。X

社 は,50万 ドルだ け 自

己株 式取 得 コス トを増

加 さ せ る結果 とな り,

POW取 引 の利 用 が 裏

目に 出 た こ とにな る 。

注: の 場.合,POW取 引 を 行 った 企 業 〔ラ イ ター:本 設 例 で はX杜)は,投 資 家(ホ ル ダ ー〕 に よ る行 使 によ っ て生 じる 不 利 益 の方 が,

POWが 行 使 され る前 にPOWを 買 戻 す ことに よ る不利 益 よ り も大 きい と考 え て い る もの と思 われ る。 よ って この場.合,POWが 買戻 され

る時 点 の株 価 は,行 使 価 格 〔本 設 例で は1株 当 り19ド ル〕 よ り も低 い もの と考 え られ る.

出典:SchnelderandMeCarthy[1995],PP.22-23に 加 筆 ・修 正D
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第2表EITF96-13に 基 づ く仕訳 のパ ター ン

契 約 上 の 条 件

...

A=決 済方法が単一の場合
.一一 丁 一 一一

B:ラ イ タ ー (企業) に決禰 C.ホ ル ダ ー (投資家) に決済方

の選択権 がある場合 法の選択権がある場合

A..一1: A-2: A-3; B-1: B一.2: B-3: C-1: c一.一2= C-3=

現物決済 純額現物 純額現金 現物決済 純額現物 現物決済 現物決済 純額現物 現物決済

の場合 決済の場 決済の場 と純類規 決済と純 と純額現 と純額現 決済 と純 と純額現

.合 合 物決済の 額現金決 金決済の 物決済の 額現金決 金決済の

場合 済の場合 場合 場合 済の場合 場合

...一.

...現物決済 仕 訳a 仕 訳d 仕 訳.a 仕 訳a 仕 訳i

実 〔第3表 (第4表 (第3表 (第3表 〔第5表

際
に

を参照) を参照) を参照) を参照)
」.一

を参照)

.

莫.纈嬲
れ 決済

仕 訳b

(第4表

仕 訳b

(第4表

仕 訳b

(第4表

仕 訳9

(第3表

仕 訳h

(第5表

た
決

を参照) を参照) を参照) を参照) を参照)

一

勇 纐 囎
決済法

仕 訳c

(第5表

を参照)

仕 訳e

(第4表

を参照)

仕 訳f

(第3表

を参照)

仕 訳c

傑5表

を参照)

.仕 訳c

(第5表

を参照)

出典:EITF[19971,p,alasを 基 に作 成 。

皿
芹
θ
薬
箱
時
津
難
問
じ
持
副
圃
純
堂
デ
・
斗
風
Ψ
叫
V
碧
劇
=
[
討
尋
"
恥
型
.謡
醐

〔
じ

〔一象
)

醇



.噸慶

第3表POW取 引の仕訳(現 物決済が仮定 され る場 合:A-1,B-3 ,C一.D

〔ア)

(イ1

(ウ ー1)

(ウ ー2)

(ウ ー3) 帰結1

帰結2

帰結3

〔.単位 ドル)

仕 訳a

(借)現 金200,000

(借 〕前 受 オ プ シ ョン

料200.000

〔借〕資 本 金 及 び資 奉

剰余 金11

1.900.000

(貸)前 受 オプ シ ョ ン

料200、000

(貸)資 本 剰余 金

200,000

(貸)POW株 式

1、900,000

(仕訳な し)

〔借)POW株 式

/,900、000

(借)資 本剰 余金

150,000

(借)POW株 式

1、900,000

〔借 〉自己株 式

1、qΩo,000

〔借)POW株 式

1,900,000

〔貸)資 本金及び資本

剰余金D

1.900,000

〔貸)現 金150、000

〔貸)資 本 金及 び資 本

剰 余 金n

1、900,000

(貸 〕現金1、900、000

1:貸)資 本 金 及 び資 本

剰 余金P

l,900,()00

仕 訳f.

仕訳 動と同 じ

〔借)POW株 式

1、900,000

廟 本剰余金
200,000

(借)POW株 式

1.900,000

〔借)資 本 剰余 金

700,000

(借)POW株 式

1,900,000

(貸)資 本金及び資…

本剰 余金u

1,900,000

〔貸)現 金

200、OOO

〔貸〉資 本金 及 び資

本剰 余金9

1,900,000

(貸)現 金

700.000

(貸 〕資 本 金 及 び資

木剰 余 金1〕

1,900,000

仕 訳9

仕訳aと 同じ

1、900,000

〔借)資 本剰 余 金

700,000

〔借)POW株 式

1、900,000

(貸)自 己株 式2,

700,000

(貸 〕資 本金 及 び資

本 剰 余金i,

1,900,000

刈
N

ロ
霧
∀

鵠
鼻

N

:本 來,資 本 金 と資 本剰 余 金 の金 額 は区 別 され てい るが
,本 稿 で は便宜 上,両 者 を 「資 本 金及 び資本 剰 余 金」 とい う1つ の勘 定項 目 と し注1)

て処 理 してい る,

2〕:こ こで は 「自己株 式」 と してい るが,新 株 の場 合 も考 え られ る。

3);仕 訳 につ い て は、 先行 研 究で 行 な われ てい な いの で.EITF[1997] ,PP.871-874Bの 内 容 を基 に作 成 した。



第4表POW取 引の仕訳(純 額現物決済が仮定される場合.A-2,B-1,B-2) 〔単位 ドル1

仕 訳b 仕 訳d 仕 訳e

〔ア} 〔㈲ 現金200,000

〔㈲ 前受 オプシ ョン

料200,000

(貸)前受オプション

料200,0W

(貸)資本剰余金

200,000 仕訳bと 同じ 仕訳bと 同じ.

〔イ) 肚 訳なし)

〔ウーD. 吐 訳なし)

〔ウー2) 〔借)資 本剰余金

150,000

(則 現金150,000

1け一3)帰 結1 轍訳なの (惜:喧己株式

1,900,000

〔貸)現 金

1,900,000
帰結2
「

惜)資 本f9金

200,000

(貸泊 己株式D

200,000

(㈲ 資本剰余金

200,⑪00

.(貸 〕現 金

2〔)0、000

帰結3 〔借)資 本剰余金

700,000

償 泊 己株式D

700,000

(㈲ 資本剰余金

700,000

贋)現 金

700,000

注1):こ こでは 二自己株式」 としてい るが,新 株の場合 も考えられ る。

2):仕 訳については,先 行研究で行なわれていないので,EITF[1997〕 、PP.871-874Bの 内容を基に作成 レた。
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第5表POW取 引の仕訳(純 額現 金決済が仮定される場合A-3,C-2,C-3) (単位:ド ル)

仕 訳c 仕 訳h 仕 訳1

(ア 〕 (㈱ 現金200,000 (貸}前受オプション

料200.000...一一

〔イ〕 (㈲ 前受 オプシ ョン (貸揃 受 オプシ ・ン

料100、000 料収益100,000..一.

〔ウー1) 〔借).前受オプション (貸前 受 オプシ ョン 仕訳Cと 同 じ 仕訳cと 同 じ

料100,000 料収益100,000

〔ウー2> 〔㈹ 前受オプシ ョン 贋 槻 金150,000

料100,000

オプション償還損

60,0W

(ウ ー3) 帰結1 (惜揃 受オプション (貸摘 要オ.プション 惜 揃 受才プシ・ ㈲ 前受オブ湘 ン

料100,000 料収益100,000 ン料1鳳 伽 料収益100.OOO

(㈲ 自己株式 (貸}現金
1,900,000 1,9DO,D00

帰結2 (㈲ 前受オプション 償 〕前受オプシ ョン 〔借)前 受 オプショ (貸}前受オプシ ョ ㈲ 前受オプシ・ 償 揃 受オプショ

/00,000 料収益100,000 ン料100,000 ン料収益 ン料100,0(y) ン料収益

(借:償還損失

.

〔貸〉現金200、000 借 〉償還損失 100,000 ㈲ 自己株式 ユOD,000

200,000 200,000 〔貸珀 己株式1〕 1,700,000 (貸隈 金
20O,000 償還損失 1,900,000

200,000

帰結3 (借揃 受 オプシ ・ン (貸揃 受オプション (借揃 受オプシヨ (貸〉前受 オプショ (㈲ 前受 オプショ 〔貸〕前受 オプシ ヨ

料100、000. 料収益1〔10,000 ン料100,000 ン料収益 ン料100,000 ン料収益

〔借方)償還損失 (貸方競 金700,000 (惜順 還損失 100,QQO (借泊 己株式 100,000

700,WO 700,000 〔貸)自 己株 式1) 1,200,000 〔貸)現金
ア00,000 償還損失 1,900,000

700,000

『
鼻

口
鵠
)

一
①
舜

卜o

注1);こ こで は 「自己株 式 」 と してい るが,新 株 の場 合 も考 え られ る.、,

2):仕 訳 につ い て は,先 行研 究 で行 な わ れて い ない ので,EIFrF[1997],pp.呂71-974Bの 内容 を基 に作成 した 。
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自社の株式 を対象 とした売建プ=・ト・オプション取引における会計問題(1)q69)75

を 出 して い る た め で あ る(EITF[1997]pp.874-874A)。

III米 国 に お け る現 行 ル ール に お け る問 題 点

こ こで は,FTTFO)ル ー ル にお け るい くつ か の 問題 点 を指 摘 す るml。

① 決済方法に よる取引の性 格付 けの問題

EITF96-13で は,決 済 方法,お よ び 決 済 方 法 に よ っ て引 き渡 さ れ る対 象 物

の 性 格(す なわ ち,資 産 か 否 か)に よ っ てPOW取 引 の性 格 が 規 定 され るが,

実 際 の 決 済 方 法 に よ って 分 類 せ ず,決 済 が起 こる前 に,一 定 の決 済 方 法 を仮 定

す る形 でPOW取 引 の 性 格 が 決 定 され る。 そ して,決 定 さ れ たPOW取 引 の

性 格 仁従 って,処 理 方 法 が 決 定 さ れ る 。 よ って,予 め仮 定 した決 済 方 法 と,.実

際 の決 済 方 法 とが 異 な る とい う現 象 が 生 じ うる 。例 え ば,ラ イ タ ー に現 物 決 済

な い しは純 額 現 物 決 済 を 可 能 な ら しめ るPOW取 引 に つ い て 純 額 現 金 決 済 を

行 った 場 合 と,ホ ル ダー に純 額 現 金 決 済 とい う選 択 肢 が 与 え られ て い るPOW

取 引 につ い て 純 額 現 金 決 済 を 行 った 場 合 で は,結 果 的 に 同 じ取 引 に な っ てい る

の に,処 理 方 法 は全 く異 な る こ とに な る。 よ って,予 め仮 定 され た決 済 方 法 に

依 拠 してP(.)W取 引 の 性 格 を決 め る こ と に対 す る妥 当 性 に,疑 問 が 提 起 され

る。 ま た,決 済 方 法 がPOW取 引 の 性 格 を左 右 す る こ とに 対 す る妥 当性 に も,

問 題 が 提 起 され る こ と にな る。

POW取 引 を 資 本 取 引 とみ な す 場 合 の会 計 処 理 は.EITF87-31に 基 づ い て

い る。EITF87-31に お い て,POW取 引 を 資 本 取 引 とみ なす 論 拠 は,自 社 の

株 式 に係 る取 引 を全 て資 本 取 引 とみ な すAPB意 見 書 第9号 第28項 で あ る。 そ

して,こ の基 準 に依 拠 して,取 引 開始 時,決 算 時,お よ び取 引 完 了 時 のPOW

15)従 来の研究(FASB[19901,AAA・FASC.[1993],椛 田[1997})で は,EITF[1997]で は

なくEITF[19871に ついて検討がなされており,さ らにそれらの研究では,取 引開始時に貸方
に生 じるPOWに ついて,負 債か持分かという問題が検討され,そ して再分類時に貸方に生ず

るPOW株 式について,負 債か持分かという問題が検討されていたにすぎない.し かもそれら

の研究は,問 題点の提起にとどまっていたり,仮 に結論が出1されているとしても論拠がない場合

もある。従来の研究の詳細については,次 稿にて述べる予定である。

.

一
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76(170)...第164巻 第2号.

の処 理 を規 定 す る。 した が って,.こ の場 合 のPOW取 引 にEITFル ー ル を適

用 した場.合,ホ ル ダ ー に は利 得 ・損 失 の い ず れ か が 生 じる が,ラ イ ター に は利

得 ・損 失 の いず れ も生 じない 。 通 常,オ プ シ ョ ン取 引 は,当 事 者 の 一方 が利 得

を得 る と も う.一方 が 損 失 を蒙 るた め,ゼ ロサ 春 ゲ ー ムで あ る が,POW取 引 に

EITFの ル ー ル を適 用 す る と,ゼ ロサ ム ゲ ー ムで な くな っ て しま う。 そ こで,

この 場 合 のPOW取 引 は資 本 取 引 か損 益 取 引 か;と い う問 題 が 生 じ る。 一 方,

POW取 引 を損 益 取 引 と見 る場 合,通 常 の オ プ シ ョン取 引 と同 じ処 理 が 規 定 さ

れ る。 したが って,こ の場 合,オ プ シ ョ ン取 引 が ゼ ロサ ム.・ゲ ー ム で あ る とい

う原 則 と整合 す る こ とに な る。

また,POW取 引 ほ,オ プ シ ョン料 の授 受 取 引 と 自社 の 株 式 の授 受 取 引 が 相

互 に関係 す る取 引 で あ るが,こ の2つ の 取 引 を一 体 の もの と見 るか,別 個 の も

の と見 るか に よ って,導 き 出 され る結 論 が 異 な って くる。EITFル ー ル で は,

この2つ の取 引 を一 体 の もの と見 な し,POW取 引 全 体 を資 本 取 引 な い しは損

益取 引 と見 な す。 しか し,仮 に 自己 株 式 取 引 を含 む,自 社 の 株 式 の授 受 取 引 が

資 本 取 引 で あ る と して も,オ プ シ ョ≧料 の授 受 取 引 や 純 額 現 金 決 済 取 引 ま で も

が 資 本 取 引 とな る ので あ ろ うか 。 仮 に,POW取 引 の うち,オ プ シ ョン料 の授

受 取 引 を損 益 取 引,自 社 の株 式 の移 動 が 発 生 した らそ の 株 式 に 関 す る取 引 は 資

本取 引 と見 な し う るな らば,.純 額 現 金 決 済 を損 益 取 引 と考 え る余 地 も存 在 し う

る。 また,オ プ シ ョン料 の授 受 取 引 と,自 社 の株 式 の 授 受 取 引 とを 別 個 の もの

とみ な し うる な らば,POW取 引 の うち,オ.プ シ ョ ン料 の授 受 取 引 を損 益 取 引

とみ な し,決 済取 引 は そ の方 法 に 関わ らず 資 本 取 引 と見 る こ と も可 能 で あ る 。

した が って,取 引 の性 格 付 け の 問題,す な わ ち,POW取 引 に お け る 資 本 取 引

と損 益 取 引 の 区分 の 問題 は,オ プ シ ョン料 の 授 受 取 引 と 自社 の 株 式 の授 受 取 引.

と を一 体 の もの とみ な すか 別 個 の もの とみ なす か に よ って,結 論 が 分 か れ る。

また,決 済 時 に 自己株 式 の授 爵 が 起 こ り うる こ とか ら,自 己 株 式 取 引 の 性 格付

け の問 題 と も関連 して論 じ られ る 問題 で もあ る。



自社の株式を対象とした売建プ ット.・オプション取引における会計問題(1)(171)77

②POWの 区 分問題

EITF96-13に お い て は,POWを 持 分 と見 る場 合 と負 債 と見 る場 合 が あ る。

負 債 と持 分 とに 分 しチる規 準 は,① で 述 べ た よ う に,予 め仮 定 され る決 済 方 法 と,

そ の 決 済 方 法 に よ って ホ ル ダー に 引 き渡 され る も の の性 格(す なわ ち,引 き渡

され る ものが 資 産 か否 か,と い う こ と)で あ る。 よ って,POWの 区 分 問 題 は,

① で 述 べ た 問 題 と密 接 に関 連 す る。

負 債 と.見る場合 に は,POWは 前 受収 益 で あ る。 これ は他 の 受 取 オ プ シ ョ ン

料 の 処 理 と同 様 で あ る。 む しろ,問 題 に な るの は,POWが 持 分 とみ な され る

場 合 で あ る。

持 分 と見 る場 合 に は,POWは 恒 久 的 持 分 と して 区分 さ れ る。 これ はEITF

87-31に 基 づ く もの で あ る。 しか し,EITF87-31は,POWは 恒 久 的 持 分 で

あ る,と 規 定す るだ けで あ り,EITF87-31に お い て は,持 分 内部 の ど こ に区

分 され るか につ い て は,全 く言 及 が な い1。}。FASB概 念 フ レー ム ワrク にお い

て は,持 分 は残 余 と して 定 義 され るか ら,持 分 は 負債 で は ない もの 全 て を含 む 。

した が って,持 分 の どこ に区 分 す るの か,と い う点が 問題 とな る。.その一一方で,

POWを 持 分 とす るEITF87-31に 対 し,POWは 負 債 で あ る とす る見 解17)も

あ る。 した が っ て,負 債 と持 分 の 区分 問題 も存 在 す る。 よ っ てPOWの 区爾

に 関 して は,負 債 と持分 の 区分 問題 と,持 分 内 部 の 区分 問 題 とが 存 在 す る こ と

.に な るb

16)な お,ETTF96-13で は,「 拠 出 資 本 」 と して 処 理 され る場 合 と,「 恒 久 的 持 分 」 と して 処 理 さ

れ る場.合 が あ り,こ の点 に お いて,「 持分 」 と 「資 本」 の不 整 合 が 存 在 す る。

1.7)例 え ば,199011-DMO2章 で}ま,POWに 関 して,持 分 で あ る と ず る見 解(FASB[・990]・

pats.10⑪一101}と,負 漬 で あ る とす る 見解(FASB[1990].pars.102-104}を 提 示 す るが,1990

年DM第4章 で は,第4章 に お け る議 論 の 前 提 と して,P〔 〕W等 は 負 債 で あ る とい う結 論 を仮

定 し て い る(FASB[19901,par.26呂)。 ま た,米 国 会 計 学 会 ・財 務 会 計 基 準 委 員 会(以 下

rAAA・FASqと 略 称)は1990年UMに 対 す る 回 答 叫 で,rPOWは 負 債 とす べ き で あ

る」(AAA・FASC[且9931,p.109)と 提 言 して い る。 ただ し,こ れ ら の仮 結 論 や 提 言 に は 論拠

が ない 。
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③POW株 式に関する問題

3つ 目の 問 題 と して は,POW株 式 に関 す るい くつ か の 問 題が 挙 げ られ る。

まず,POW株 式 の 表 示 の 是 非 が 問 題 とな る。POW株 式 は,現 物 決 済 が な

され る 時 の潜 在 的 な償 還 義務 を表 す もので あ るが,EITFル ー ルで は.そ れ が

表 示 され ず,取 引 の 内 容 が 不 明 瞭 とな る場 合 が あ る。 そ こで,現 物 決 済 が 選 択

肢 と して存 在 す る場 合 に,POW株 式 の表 示 の是 非 が 問題 とな る。

次 に,POW株 式 を 再 分 類 した際 の,POW株 式 の 貸 方 側 の 区 分 が 問 題 とな

る。POW株 式 の貸 方 側 の 区分 に対 す るEITFの ル ー ル は,償 還 優 先株 式 に 関

す るSECの 基 準 で あ る 会 計 連 続 通 牒 第268号(SEC[ユ979],以.ド 「ASR

268」 と略 称)を 類 推 適 用 して 定 め られ た もの で あ る.。このASR268は,償

還 優 先 株 式 を持 分 と して 表示 す る こ とを禁 止 し,暫 定 的持 分13)と して表 示す る

こ と を規 定 して い る。 しか し,ASR268は 単 な る表 示 の ル ー ルで あ り,「 償 還

優 先 株 式 が 負 債 か 否 か 」 とい う概 念 上 の 問題 に 対 して は 結 論 を 出 して い な いL%

同様 に,「POW株 式 を暫 定 的 持 分 とす る」 と規 定 す るEITFル ー ル も表 示 の

ル ー ルで あ り,暫 定 的持 分 とは何 か,と い う概 念上 の 問題 につ い て は結 論 を出

して い ない 。 一 方 で,FASBの 概 念 フ レー ム ワ ー ク にお い て は,暫 定 的持 分

とい う概 念 は存 在 せ ず,貸 借 対 照 表 の 貸 方 項 」」は負 債 と持 分 しか 存 在 しない の

で,FASB概 念 フ レー ム ワ 」 ク に依 拠 す る と,負 債 と持 分 の 区 分 問 題 が 生 ず

る 。 しか し,POW株 式 は普 通 株 式 で あ り,仮 に持 分 とみ な され れ ば,持 分 内

部 で 資 本 と み な さ れ る こ と に は,何 の 問 題 も な い で あ ろ う。 し た が っ て,

POW株 式 の 区分 に 関 して は,負 債 と持 分(持 分 内 部 で は資 本)の 区分 が 問題

とな る。

また,そ の一 方 で,POW株 式 を再 分 類 した 際 の,POW株 式 の相 手 勘 定 の,"

借 方 に お け る分 類 も問 題 とな る。EITFの ル ー ルで は,か か る相 手勘 定 に関 し

18)ASR268は,暫 定 的 持 分 と.い う語 を用 い て は い な い が,こ の規 定 が,暫 定 的 持 分 とい う語 の

広 範 な利 用 を引 き起 こ した とさ れ て い る(FASB[1990],par.203)。

19)SECは かか る概 念 上 の問 題 を,FASBに 委 ね て い る(SEC[1979」,p.1414)。
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て は,「 持 分 か ら 除外 す る べ きで あ る」 と定 め ら れ て い る だ け で,ど の 持 分 項

目 を どれ だ け減 少 さ せ れ ば よ い のか,不 明 で あ る。 した が って,こ の 点 に 関 し

て は何 の規 定 もな く,個.々 の企 業 に委 ね られ,論 理 的 で ない 会計 処 理 が な され

る可 能 性 が あ る20,。そ こで,POW株 式 を表 示 す.る際,そ の相 手 勘 定 と して の

借 方項 目に つ い て,い か な る持 分 項 目 を どの よ うに減 少 させ るか につ い て,問

題 が提 起 さ れ る。

④ 決算時 にお けるPOWの 公正価値評価 の問題 とPOW$R引 に対 するヘ ッジ会計適

用 の問題

次 に 問 題 とな るの は,決 算 時 に お け るPOWの 公 正 価 値 評 価 の 問 題 と,公

正 価 値 評 価 した 時 の 評価 損 益 の 区分 問 題 で あ る。POWも 取 引所 で 取 引 さ れ て

い る オ プ シ ョンで あ るか ら,そ の価 格 は変 動 す る。 した が って,決 算 時 には,

公 正 価値 評価 の是 非 が 問題 とな る。 また,.公 正 価 値 評 価 す る場 合 に は,未 実 現.

の 評 価損 益 が 発生 す るが,こ の未 実 現 利 得 ・損 失 の 処 理 方 法 が 問 題 とな る。 す

な わ ち,POWの 公 正 価 値 変 動 は 認 識 され る か,認 識 さ れ る な ら ば未 実 現 利

得 ・損 失 を いか に分 類 す る のか とい う,2つ の 問 題 に?い て,問 題 が提 起 さ れ

る。 公 正 価 値 評 価 に よ る未 実 現 利 得 ・損 失 の 処 理 方 法 と して は,次 の4つ の方

法 が 考 え られ る。 す な わ ち,伺 評 価 損 は資 本 の 減 少,評 価 益 は 資 本 の 増 加 と

して処 理 す る方 法,㈲ 評 価 損 は資 産,評 価 益 は負 債 と して繰 り延 べ る方 法,

(c)評 価損 を損 失,評 価 益 を利 得 と して,損 益 計 算 書 に計 上 す る方 法,〔d)評 価

損 を そ の他 の 包 括 損 失,.評 価 益 を そ の他 の 包括 利 益 と して計 上 す る方 法,で あ.

る2%貸 方 側 につ い て考 え る と,㈲ と〔axe)(のの 区 分 は負 債 と持 分 の 区 分 で あ り,

20)実 務におけるPOW株 式の借方側の処理については,別 稿にて検討したい。

2])こ の部分の記述は,弥 永[1998],138-140ペ ージを参.考に修tEを加えたものである。弥永氏は,

英米等の議論を踏まえた上で,評 価損益を処理する方法として,「a.資 本の部に計上すること,

b.資 産または負債 として計上すること,c.損 益計算書以外の経営成績に関する財務諸表に計

.上すること,d,す べて損益計算書に計Eす ること」 〔弥永[1998],.140ペ ージ)の4つ を挙げ

る。しかし,こ の記述には問題点がある。一つ目は,評 価損を 「資本の(部 の〕減少」 として処

理することに言及 しないと,上 記の4つ の方法は並列 しない,と い う点である。二つ目は,「資

産または負債として計上する♪というが,何 を資産として計上し,何 を負債 として計.ヒするのノ

.
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㈲ と(C>と㈹ の 区 分 は 持 分 内 部 の 区分 で あ る。 よ っ て,公 正 価 値 評 価 に よ る未 実

現 損 益 の 分 類 問 題 は,負 債 と持 分 の 区分 問題 と,持 分 内部 の 区分 問題 とい う,

2つ の 区 分 問 題 の 両 者 が 関 連 しあ う問 題 とな る 。

POWを 負 債 とす る場 合,EITFは,通 常 の売 建 オ プ シ ョ ン取 引 と同 じ処 理

を 規 定 す る。 しか し,POWを 持 分 とす る場 合,EITFは,決 算 時 に お け る

POWの 価 格 変 動 を.認識 しな い こ とを 規 定 す る。 資 本 取 引 か ら は損 益 が 生 じな

い とい う前 提 の下 で,決 済 時 の オ プ シ ヲ ンの 価 格 変 動 は損 益計 算 書 に も貸 借 対

照 表 に も計 上 され ず,こ の 場 合,POWの 価 格 変 動 に よ る 未実 現 利 得 ・損 失 は

計 上 さ れ な い 。 しか し,こ の 場 合 に お け るEITFの 規 定 は,通 常 の 売 建 オ プ

シ ョ ンに 関 す る,米 国 に お け る会 計 処 理 とは異 な る。 通 常,オ プ シ ョン取 引 は

損 益 取 引 で あ っ て 資 本 取 引 で は な い 。 よ って,す べ て のPOW取 引 を通 常 の

オ プ シ ョ ン取 引 と同 様 に損 益 取 引 で あ る とみ る と,.全 て のPOWを 公 正 価 値

評 価 で き る こ と に な る。

ま た,公 正 価 値 評 価 の 問題 と関連 して,ヘ ッジ会 計 適 用 の 可 能 性 が 問 題 とな

る。EITFル ー ルで は,POW取 引 に対 して ヘ ッ ジ会 計 が 適 用 さ れ る 余 地 は な

.い。 そ の 理 由 は,前 述 の 通 り,資 本 取 引 と さ れ る場 合 はPOW取 引 が 資 本 取

引 で あ る と い う こ と,損 益 取 引 とさ れ る場 合 はSFAS*80号 の ヘ ッジ会 計 適

用 の 要件 を満 た さ ない こ とが 理 由で あ る と思 わ れ る。 しか も,デ リバ テ ィブ に

対 す る ヘ ッ ジ会 計 を 規 定 したSFAS第133号 に お い て は,持 分 と分 類 さ れ る.

POW.を 同 基 準 書 の対 象 外 と して い る(FASB[1998ユ,par,11(a))。 しか し,.

負 債 と され るP()Wに つ い て は ヘ ッジ会計 が 適 用 さ れ つる し,ま たPOW取

引 全 体 を損益 取 引 と見 れ ば,ヘ ッジ会 計 が 適 用 され う るで あ ろ う。 一 方,前 述

の① で 述 べ た よ うに,POW取 引 の うちの オ プ シ ョン料 の授 受 取 引 を損 益 取 引,

決 済 取 引 の う ち株 式 の 移動 が あ った場 合 のみ を資 本 取 引 とみ なす 場 合 に は,株

式 の移 動 が あ った 場 合 には ヘ ッジ会計 は適 用 で きない が,現 金 の授 受 が あ った

＼かが明示 されていない,と い う点で ある。本稿で はこの2点 に留意 し,弥 永氏 の記述 を修正 した

上で参照 した.。
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.=場 合 には ヘ ッジ会計 適 用 の 可能 性 が あ る。 ま た,オ プ シ ョン料 の授 受 取 引 を損

益 取 引,決 済 取 引 を資 本 取 引 とみ なせ ば,POW取 引 に ヘ ッ ジ会 計 は適 用 で き

ない 。

す なわ ち,公 正価 値 評 価 の問 題 とヘ ッジ会 計 適 用 の 問題 は,POW取 引 を ど

の よ うに性 格付 け るか に依 拠 して お り,前 述 の① で述 べ た 問題 点 と密 接 に関.連

す る。

⑤POW取 引終了時の会計処理の問題

5つ 目の 問題 は,POW取 引 終 了 時 に お け る会 計 処 理 の 問題 で あ る。 取 引 経

本 時 に は,POWは 行 使 され るか,未 行 使 の ま ま消 滅 す るか,償 還 され るか の

い ず れ か で あ る。EITFル.一 ルで は,POWが 持 分 と分 類 さ れ る場 合 のPOW

取 引 か ら は損 益 が 生 じ な い。 また,SFAS第130号 の発 行 に 際 して も,POW

が 持 分 と さ れ る 場 合 の 現 金 の 受 払 は,そ の 他 の 包 括 利 益 に は 計 上 さ れ ず.

(FASB[1997],pars.116-118)221,持 分 項 目に 直 接 増 減 され る 。 しか し,こ の

場 合 のPOW取 引 を資 本 取 引 と見 な さず 損 益 取 引 と見 れ ば,取 引 終 了 時 に は

損 益 が 生 じるで あ ろ う。

EITFに お い てPOWが 負 債 とみ な され る場 合,決 済 に よ る株 式 の移 動 は損

益 取 引 とされ,取 引 終 ∫時 に は損益 が 計 上 さ れ る。 したが っ て,か か る場 合 に

現 物 決 済 に よ っ て 自己.株式 を取 得 した り,純 額現 物 決 済 に よ って 自社 の株 式 を.

引 き渡 す 場 合,そ う した 取 引 か ら損.失が 生 じる こ と にな る。現 物 決 済 の場 合 は,

POW行 使 に よ る 自己 株 式 の 取 得 コ ス トを,取 得 原 価 で 計 上 す る のか,そ れ と

も取得 した 時 点 に お け る 自社 の株 式 の公 正価 値 で 計 上 す るのか,と い う問題 が

生 じる(こ れ らの 問 題 に 関 して は,FASB[1990],pars.229-266を 参 照)。 純

22)な お,SFAS第130号 の この部分 で直接 問題 となってい るのは,EITF94-7で あ る。POWは

EITF94-7の 対象ではないが,SFAS第130号 の注13に おいてEITF94-7がEITF謄13に 統

合 された こ とが記されて いる。 よって,SFAS第130号.の 審議 におい ては,POWを 含む 「自社

の株式に連動 し,最 終 的に現 金で決済 され る可能性 のあ る契約」か ら生 じる利得 ・損失を.そ の

他の包括利益に含むべ きか否 かを論 じた ものと思われ る。
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額現物決済の場合は,ラ イターは損失の分だけ自社の株式を引 き渡す ことにな

る。自己株式を引き渡す場合には∫自己株式取引は資本取引であるとする,米

国の伝統的な自己株式会計論 と.矛盾する。新株を引き渡す場合には,損 失の穴

埋めのために増資していることになり,自 社の株式の移動から損益は生 じない

とするAPB意 見春窮9号 第28項 に反 し,資 本会計の議論に問題を投げかけて

いる。

また,POW取 引のうち,株 式の授受取引を資本取引,オ プシ ・ン料の授受

取引を損益取引と見ると,POWか らは収益,純 額現金決:済か らは損失が生 じ

るが,自 社の株式の授受からは償還損失ば生 じない。さらに,オ プション料の

授受取引を損益取引,決 済取引を資本取引と見ると,POWか らは収益が生じ

るが,決 済時には損失は生じない。

したがって,こ の問題も,前 述の① と密接に関わζ問題である。

IV総 括 と今後の課題

本稿における議論を要約すると,次 のようになる。

(1)FITFは,POW取 引に関する現行ルールにおいて,.予 め決済手段 を仮定

することによって,決 算方法の多様化という金融商品の高度化に対応 しよう

とするが,実 際に行なわれた決済について考慮しないので,同 じ結果に異な

る処理がなされ,利 益数値が異なってくる,と いう可能性を生む。予め仮定

された決済方法が,取 引を性格付け,そ してPOWな どの分類を決める規

準 としての妥当性を持つか否かを考慮しなければならないであろう。

(2)EITFル ールにおいてPOW取 引が資本取引とされる場合には,そ の根拠

として,自 社の株式に関する取引を資本取引とみなすAPB意 見書籍9号 第

28項がある。 したがって,POW取 引が資.本取引か損益取引か,と いう問題

は,自 己株式を含む自社の株式にかかる取引をいかに性格付けるのかという

問題に依拠する。また,オ プション料の授受取引と決済取引(あ るいは決済

取引のうち,自 社の株式の移動を伴 う取引)は 別物であるとみ除すと,両 者
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を分 離 す る考 え方 も存 在 し うる。 か か る取 引 の性 格 付 け の 問 題 か ら,POW

の 区分,ヘ ッジ会 計 の適 用,POWの 公 正 価 値 評 価,POW取 引終 了 時 の 損

益 計 上,と い った 諸 問 題 が 派 生 す る。

〔3)EITFル ー ル に お い て は,POW取 引 を資 本 取 引 と見 る場 合 に は,POW

を恒 久 的持 分 とみ るが,持 分 内 部 で は ど こに 区分 す るか を 示 して お らず,し

た が って,持 分 内 部 の 区 分 が 問題 と な る。 ま た,こ の 場 合 のPOWを 負 債

と見 る者 もあ り,負 債 と持 分 の 区 分 問 題 が 生 じる。 よ って,POWの 区 分 問

題 は,負 債 と持 分 の 区分 問 題,及 び持 分 内 部 の 区分 問題 が 関 わ り合 う問題 で

あ る 。

〔4)ま た,POWを 負 債 と見 る と,他 の オ プ シ ョン と同 様,公 正 価 値 評 価 の 問

題 が 生 じ,公 正 価 値 評 価 に よ る未 実 現 利 得 ・損失 の 認 識 問 題 が 生 じ る こ とに

な り,さ らにか か る未 実 現 利 得 ・損 失 を認 識 す るな らば,そ の分 類 を め ぐ り,

負 債 と持 分 の 区分 と持 分 内 部 の 区 分 とい う2つ の 問題 が 重 複す る こ とに な る。

(5)EITFル ー ル にお い てPOWが 負 債 とみ な さ れ る時 に現 物 決 済 す る と,自.

己株 式 の取 得 コ ス トと 自社 発 行 株 式 の 公 正価 値 との差 額 を損 失 と して認 識 す

る こ とに な る 。 ま た,.負 債 とみ な され る時 に純 額 現物 決 済 す る と,自 社 の株

式 を ホ ル ダー に与 え る取 引 か ら損 失 が 生 じて い る こ と にな る。 自己株 式 が絡

む 場 合 に は,米 国 に お け る 自 己 株 式 会 計 論 と矛 盾 し,新 株 が 絡 む 場 合 に は

APB意 見 書 籍9号 第28項 と矛 盾 す る 。 か か る矛 盾 は,資 本 会計 の議 論 に 問

題 を投 げ か け,資 本 会 計 と い う問 題 を金 融 商 品 の 会計 問題 と結 び付 け て考 え.

る必 要性 が あ る こ とを示 してい る も の と考 え られ る。

(6)POW株 式 は,潜 在 的 な義 務 を表 す 項 目で あ るが,EITFル ー ル に お い て

は,POW株 式 が 表 示 さ れ な い 場 合 が あ る。 そ こで,POW株 式 の 表 示 の是

非 に 関 す る問 題 が 生 じる。 そ してPOW株 式 を表 示 す る 際,POW株 式 の貸.

方 に お け る 区分,お よ びPOW株 式 の 相 手勘 定 に 関 す る 区分 が 問題 とな る.。

(7}EITFは,POW株 式 に 関 して,ASR第268号 を類 推 適 用 して 暫 定 的持 分

と して い る が,そ れ は表 示.のた め の項 目で あ り,表 示 と処 理 が 乖離 す る結果

.

ー
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を生 む 。 ま た,FASB概 念 フ レー ム ワー ク に お い て は 暫 定 的 持 分 とい う概

念 が 存 在 しない た め,概 念 フ レー ム ワー クに依 拠 す れ ば,POW株 式 は負 債

か 持 分(持 分 内 部 で は資 本)か,と い う 問 題 を 生 じせ しめ る。 また,POW

株 式 の 相 手 勘 定 に 関 す る,借 方 に お け る.分類 問題 も あ り,い か な る持 分 項 目

を どの よ うに 減 少 さ せ る の か につ い て,問 題 が 提 起 され る。

よゲ 亡,負 債と持分の区分問題 と持分内部の区分問題には,連 関があること

が,POW取 引における会計問題を考察することによって示す ことがで きたも

の と思われるσ従来,こ れらの問題は別物 として論 じられてきた。 また,資

産 ・負債 アプローチにおいては,持 分は残余として消極的に定義され,.負債 と

持分の区分問題は 「負債か否か」という発問に置き換わり,当 該問題を論ずる

際に持分内部の区分を問う傾向があまりなかったように思われる。しか し,本

稿で示 したように,状 況によっては両者が関わり合う項目があるので,負 債 と

持分の区分問題,お よび持分内部の区分問題 という両.者を関連付けて考察する

必要がある。ただ し,本 稿では,そ の関連のあり方を明確に示す ことができな

かうたため,今 後の検討課題としたい。

また,資 本.会計という問題を,金 融商品会計 という新 しい問題 と関連させて

論ずる必要があることを指摘したが,こ の点についても今後の検討課題 とした

い。

さらに,決 済方法の多様化とい う,金 融商品の高度化現象が生 じた ことに

よって,会 計ルール(な いしは会計基準)に おいて対応する必要が生 じたこと

と,そ の対応の方法として,予 め一定の決済方法を仮定 し,仮 定上の決済方法

に依拠して会司処 理を決定する方法があることを指補 した。その上で,か かる

方法め妥当性を吟味す.る必要があることを示すこともできた。次稿では,本 稿.

で示 したPOW取 引における諸問題に対する検討を行い,筆 者な りの見解を

心したい。

.

壽.i卍
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